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私立大学の経営倫理について (ご周知方お願い)

時下、ますます御隆昌の趣、慶賀の至りに存 じ上げます。

平素は、我が国高等教育の進展と私学教育の充実に特段のご尽力をいただいておりますこと

に衷心より深甚なる敬意を表 します。

さて、早速ではありますが、このたび、本協会をはじめとする日本私立大学団体連合会及び

日本私立短期大学協会では、同封別紙の通り、「私立大学経営倫理綱領」及び 「私立大学の経

営に関する指金1‐」の一
部修正を行い、この旨を加盟各大学宛にご周知方お願いを申し上げるこ

とになりました。

ご高承の通 り、私どもは、平成元年 7月 3日 、私立大学のわが国の高等教育に果たす役害Jと

組二会的責任の重要性に鑑み、自主的に 「私立大学経営倫理綱領」を作成 し、さらに 「私立大学

の経営に関する指金十」を定め、社会に公表し、このための努力を払つて参りました。

今回の一部修正は、最近における大学関係法令の改正や、大学設置 。学校法人審議会の大学

設置分科会及び学校法人分科会の両分科会長からそれぞれ大学運営に関するコメン トが発表

され、大学運営の適正化に対し一
層の配慮が求められる状況にありましたことから、慎重なる

審議検討を経て取りまとめられたものであります。

つきましては、ここに、関連資料を送付中し上げますとともに、この段につきまして特段の

ご西己慮を賜りますようここによろしくお願い申し上げます。

なお、本協会では、 3月 27日 開催の春季総会においてご承認をいただいておりますこと、

念のため申し添えます。

【配付資料】

①私立大学経営倫理綱領

(日本私立大学団体連合会・日本私立短期大学協会1平成20年4月 18日)

①私立大学の経営に関する指針

(日本私立大学団体連合会。日本私立短期大学協会i平成20年4月 18日)

① ll_月答申の提出に当たって

(大学設置 。学校法人審議会会長コメント:平成 19年 11月 27日)

○近年の審査を振り返つて

(大学設置・学校法人審議会 学校法人分科会長コメント:平成20年2月27日)



継 立 大 学 経 営 倫 理 綱 領

日本私立大学 団体連合会

日本 私 立 短 期 大 学 協会

平成 20年 4月 18日

私立大学がわが国の高等教育において果た している役割の重要性は、広く社

会の認めるところであり、そのことが私立大学の財政を含む運営全般に対する

関心をも呼び起 こし、常に社会の注 目を集めている。

このような社会的責務の重大さに鑑み、私立大学を設置する学校法人は、教

育研究及び社会貢献への一層の充実向上を図るよう努力することはもちろん、

その経営について社会の疑惑や批判を受けることがあってはな らない。

日本私立大学団体連合会及び 日本私立短期大学協会は、社会の負託に応える

ため、教育基本法、学校教育法及び私立学校法の精神を体 して ここに私立大学

経営倫理細領を定め、その意思表示とすることとした。

一、大学の使命

大学は、学術の中心 として、高い教養 と専門的能力を培い、深 く真理を探究

して、新たな知見 を創造 し、これ らの成果を広 く社会に提供する機関であり、

教育研究を通 して、そ こに学ぶ学生の人格形成に資 し、世界の平和 と人類の福

祉に貢献 し、人類の学問的 と文化的遺産 を次世代に継承するという極めて公共

4生の高い使命を負 っている。 この公共性の高い使命達成のため学問の自由と大

学の自浴が保障されている。大学関係者はこのことを強 く意識 し、大学の使命

達成のために不断に努力しなければな らない。



二、私立大学の自主性

学校法人が私立大学の使命とその設置理念 を達成 させるためには、その性格

上経営の独 自性 。自主性 。自律性が不可欠である。 この独 自性 ・自主性 ・自律

性は、私立大学経営に対する国家 ・社会の強い信頼 を背景としてはじめて得 ら

れ るものである。

そのため学校法人は、経営体 として自らが持っている倫理性 ・社会性 。公共

性 を担保するにふさわ しい組織を整備 し、その厳正な運営に努めなければな ら

ない。

三、私立大学の公共性

私立大学を設置する学校法人の経営は、常に大学の使命達成に向けて行われ

るものである。すべての収入は、目的事業たる教育研究の遂行に使用されるべ

きもので ある。殊にその資産は、いかなる私人にも帰属 しないという公共財的

性格 を持 っている。

学校法人の理事者は、大学に課せ られた極めて公共性の高い使命 とその財政

基盤 の公的 。社会的性格、資産の公共財的性格に鑑み、倫理性 ・社会性の高い

経営 に徹 しなければな らない。

以  上
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私立大撃 の経営 に関する指針

日本私 立 大 学 団体 連合会

日本 私 立 短 期 大 学 協 会

平 成 20年 4月 18日

この 「指針」は、 「私立大学経営倫理綱領」の精神を実現するために、学校

法人の経営のあ り方について必要な基本的事項を示すものである。

各学校法人は、この 「指針」を尊重 し、学校法人の適正な運営を図るものと

する。

財政の運営について

1,資 金の調達

学校法人の資金源泉には、学生納付金、公的補助金、寄付金、収益事業収益、

資産運用収益、研究等に対する外部資金の受入れなどがある。その資金につい

ては、本来学校法人の自主的判断に基づいて設定、受入れ、調達等が決定され

るべきものであるが、極めて公共性の高い大学の経営主体である学校法人は、

その性格か ら厳 しい制約が伴 うことを自覚 しなければな らない。殊 に、無理な

資金調達 はともすれば公共性 ・社会性を逸脱する惧れのあることを留意すべき

である。

1)学 生納付金は、それぞれの大学の事業計画に基づく教育研究等の諸活動

を実現させるための主要な資金として 自主的に決定 し、徴収するものであ

るが、その金額は、公共的性格に鑑みて設定されねばな らない。なお、で

きるだけ他の資金源、泉の確保 ・増額に努める必要がある。



2)寄 付金 。学部資金の受入れ及び収益事業の経営に当たっては、学校法人

の倫理性 。公共性の確保の観点か ら、その適否を判断し、決定 しなければ

な らない。

3)学 校法人における資産運用は資金調達 の有力な手段であり、それぞれの

学校法人の状況に応 じて、その積極的な運用が図られる必要がある。その

場合、以下に指摘する事柄について十分に配慮 しなければならない。

① 学 校法人の持つ倫理性 ・公共性の観点から、その運用方法について配

慮すること

② そ れぞれの資産の性格に応じた適正な方法により行われること

③ 資 産の安全性について配慮すること

④ 意 思決定が適正な手続きを経て行われ、監査等が制度的に機能してい

ること

2.資 金の支出

学校法人の資金は、学校法人の目的事業たる教育研究の遂行のために使用さ

れるべきものであり、その資金の支出に当たっては、当然のことながら、所定

の手続きと法人の意思決定機関の決定なしに行われることがあってはならない。

また、それぞれの学校法人が、現在及び将来における教育研究の充実 ・発展

のための計画を策定する場合は、その必要度と資金調達能力との均衡を配慮す

べきである。

3.経 理の処理

資金の調達及び支出については、学校法人会計基準に基づき適正に処理され

なけオ付ぎならない。

4.経 理の開示

学校法人の経理の開示については、学校法人が公共性の高い法人としての説

明責任を果たすため、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を各

事務所に備えて置き、在学する者その他の利害関係者に対して、これを閲覧に

供する方法により行わなければならない。

９

】



亜。学校法人の組織運営について

「私立大学経営倫理細領」の精神を具体化するために、学校法人の意思決定

及び業務執行の組織について、私立学校法の趣旨に則 り、以下の諸点に留意 し

なければな らない。

1,役 員及び役員会等

① 埋 事、監事、評議員として、その本来の機能を十分に果たし得る人材

が適正に選出されなければならない

② 理 事会、監事、評議員会は、それ″ぞれの機能が十分に発揮される状態

が確保されなければならない

2.諮 規程の整備

学校法人は、財政運営、組織運営について必要な規程を整備し、 「指針Jの

実効性の確保に努めなければならない。

3,内 部統制組織等

学校法人の業務遂行に当たっては、内部統f制組織、監査制度、予算待J度等が

整備され機能し/ていなければならない。

以  上
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弔1月 答申の提出に当たつて [大学設置 "学校法人審議会会長コメント]

弔 こ のたび、大学設置 。学校法人審議会は、本年5月 及び7月 に諮問等のあった平成 20

年度開設予定の公私立の大学,大 学院などについて答申等を行つた。諮問等のなされたも
ののうち、今回認可の答申等に重つた案件は94件 であり、それぞれ田滑かつ確実に設置

計画を履行 し、特色ある充実した教育研究活動を展開されることを期待したい。

2 本 年度の申請等の大きな特色の一つは、教職大学院関係が21件 あったことである。こ

の うち、今回の答申等で可となつたのは19件 、申請が取り下げられたものが 2件 である。
全体的に、実践的な能力を増うための実習の重要性に関する理解が不十分であると思われ

る案件がかなり見られ、それらについては補正を求めることとなつた。教職大学院は教職

課程改善のモデルとして制度化されたことをや分踏まえ、質の高い実践的なり…ダニ教員

養成を行う体制を整備 白充実することを強 く求めたい。(詳細については別紙の北原大学

設置分科会長代理のコメン トを参照。)

3 教 職大学院以外の案件では、大学の新設、学部の設置、短期大学の学科の設置、大学の

通信教育の開設、大学院の研究科の設置、専攻設置 "課程変更の各区分で、申請の取 り下
1ずが 7件 あり、また、いくつかの案件については、当審議会においてさらに吟味を必要と

するという判断から、現在の時点では保留という結果となつている。これ らの案件は、総

じて準備不足の傾向が顕著であり、設置の趣旨 ・教育上の目的、教育課程、施設 い設備な
どの薗で、大学の設置に関する基本的理解を欠いているのではないかとの懸念がもたれる

よ串な申請内容のものも見られた。

4 規 第1緩和の流れの中、大学新設の抑制方針の撤廃、審査基準の準則化、認可事項の縮滅など
r事前親弟Jから事後チェックヘの転換Jの 考え方に基づき、設置審査が行われてきているが、

その前提となる大学自身の自党と責任の徹底という点において、懸念せざるを得ない案件が

少なくないこと翻こ、大いに危懐されるところである。本年1月には文部科学大臣が、株式会

社が設置するある大学に対して学校教育法に基づく勧告を行う事態にも重つている。各申請

番|まじめ大学の設置 '運営に関わる食ての方に対して、あらためて大学を設置する責任の登

みを十分に自覚いただくよう強くお願いしたい。各申請者においては、当該専門分野の教員

をヨ
~/と

して構成 口計画を練り、十分な準備を経た上で申請するよう重ねてお願いしたしヽ。

また、積極的に教育情報 。財務晴報を公開し社会に対する説明責任を異たすよう期待したい。

も 今 回の審査に際しても、設置構想が多様化する中、判断に苦慮した局面が少なくなかつた。

文部科学省に対 しては、基準を明縫化し適正な審査を行う観点から、例えば、以下のような

事壊についての検討を期待じたい。

①撃位に付記する尊攻名称に関する基準の明強化

○大学競大学のハー ド面など基準の明磯化

0多 様な形態を踏まえた通信教育設置基準の見直し

0教 職大学院の基準の明稚化 (Rll織参照)

○率門職大学院で養成する人材を受け入れる側の二十ズ組握の徹底、尊任教員の役書J・責任

の明稚化

平成 19年 11月 27日

大学設置 。学校法人審議会会長 永 田 員二郎



近年の審査を振り返って
く大撃設置 ・学校法人審議会 学校法人分科会長ヨメント)

私立大学審議会を前身とする本分科会は、法令の定めにより私立大学関係者を中心に構

成され、縫曽面を中心に設置審査に当たっている。言い換えれば、本分科会は、私立大学

関係者の 「自主性」 「自律性」に厚い信頼を置 く私立大学制度の一部を成すものであり、

申請者の 「自律性Jを 期待 し、 「自主性」を尊重することを審査の基本方針としている。
一方、我が国の私立大学は、過去十数年の間、著 しい環境の変化に閣されてきた。 18

歳入日が 4割 減少 L″、地方を中心に走員割れに苦 しむ大学も少なくない。バブル経済の崩

強1ま、出田 (就職)を 意識 した教育内容の不断の見直 じを不可避とした。さらに、大学設

置基準の大綱化以降の規制緩和の流れは、私立大学の多様化に大きく道を開いた。

かかる環境変化に直面 し、各大学が、経営の安定性に意を払いつつ、建学の精神の下、

糠々な工夫を凝 らし改革を進めていることは、高 く評価 したい。 しか し、他方で、私立大

撃制度の前提である r自主性」 r自鶴性Jを 損ないかねない事態が審査の過程等で明らか

にな りつつあることを指摘 しなけれぱならない。

第一に、継続的な運営のための 「安定性」の問題である。私立大学は、在学生のみな ら

ず、卒業生に対 しても母校として存続、発展する責務がある。 「安定性」は学校経営の最

も基本的な命題であり、学校法人制度もそうした前提で設計されている。にもかかわらず、

近年、新設早々に学生確保に苦 じむ経営見通 しの甘い大学の例や、校舎の全部借用
・
の結果、

借料が維曽を大きく歴過する株式会社立大学の例が多く見られるようになった。

第二に、社会か らの 「信頼性」の問題である。教育基本法で規定される通 り、学校とは

「会の性質」を有するものであり、その設置者たる学校法人には高い 「公共性」が求め ら

れる。 しか し、昨今、認可申請書の不実記載や重大な記載漏れなどの不正申請、理事長に

よるセク “ハラ事件、さらに文部科学大臣勧告を受けた株式会社立大学の例など、一部 と

1まいえ私立大学に対する社会の信頼を失いかねない事案が続いており、極めて遺憾である。

社会からの信頼性の前提である情報公開も遅れている。

第二に、私立大学の 「自主性」 「自律性Jそ のものの問題である。規制緩和の進展は、

申講者側に、より高い 「自主性」 「自律性」が求められるものであるが、現実には、設置

認町に際 じ、準備不足からか多数の留意事項が付された り、 「数値基準さえクリアすれば」

と転ヽつた4重い意識の申請者が増加するなど、規舗J緩和の弊害が目立ち始めている。学校法

人のガバナンス機能を高めるための平成16年の私立学校法改正の趣旨についても、改めて

徹底する鰺要がある。

以上、いずれも最終的に1ま設置者たる学校法人の自己責任に帰すべき問題とは言え、事

態の広が りによっては、学校経営に民間参入を認めた唯一の制度 として確立 じてきた 『学

校法人制度』の根辞を揺るが じかねない。この事態の克服のため、4可よりも、我が国の私

立大学制療に関する各設置者の強い自覚、自省を切に求めたい。また、各種大学関係団体

燈も、袋員大学に対する適切な対応を期待 したい。

本学横送人分科会は、私立大学の水準の向上、健全な発展に黄任を負う機関として、事

態の機聯を見極めつつ、審査基準、審査方針の見直 じと厳正な審査に一層努めてまいりた

も
h t 。

平成 20年 2月 27圏

大学設置 い学校法人審議会

学校法人分科会長  黒  田   壽  二


